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金
滞
古
蹴
志
巻
一

の
郡
地
共
、
迫
々
家
屋
増
益
せ
し
事
知
ら
れ
け
り
。
さ
て
此
の
後
に

も
、
倫
市
中
町
端
郡
地
と
接
線
の
地
は
、
遁
々
相
鈎
蹄
地
と
た
し
て
、

家
屋
を
建
つ
る
事
多
か
り
し
と
見
ね
て
、
貸
暦
十
年
十
一
月
算
用
場

よ
り
の
建
替
に
、
享
保
十
年
以
来
所
々
町
端
郡
地
之
分
‘
相
場
家
高
、

歩
高
並
地
子
米
高
書
記
可
v
被
=
指
出
刊
と
郡
奉
行
へ
ま
で
相
遣
し
け

る
に
依
り
て
、
夫
h
k

書
出
慮
、
翌
十
一
年
六
月
の
遺
書
に
、
郡
地
之

内
有
楽
諦
地
之
外
、
寺
庵
方
居
屋
敷
諦
地
願
、
又
は
所
々
町
端
に
家

作
震
v
致
諦
地
仕
儀
i

畢
究
費
之
筋
、
所
に
よ
り
築
費
之
品
も
有
v
之

閥
、
居
住
難
v
成
程
之
所
は
格
別
.
共
外
郡
方
屋
敷
替
、
並
に
町
端
家

作
設
し
地
子
地
に
諦
込
儀
、
是
以
後
容
易
に
不
=
承
届
-
様
に
可
=
申
渡
-

皆
被
昌
仰
波
吋
と
あ
り
。
右
建
番
共
に
て
見
れ
ば
、
寛
文
五
年
夫
々
取

し
ら
ぺ
あ
り
て
、
郡
地
相
劉
諦
地
は
寛
文
六
年
よ
り
停
止
せ
ら
れ
し

か
ど
、
共
後
々
も
品
開
請
地
致
す
事
絶
え
宇
。
故
に
貞
享
四
年
に
取
し

ら
ぺ
あ
り
て
‘
町
方
裁
許
の
蕗
置
付
き
た
り
し
が
、
倫
又
相
封
諦
地

の
家
屋
多
く
相
成
り
、
事
保
十
年
に
取
し
ら
ペ
あ
り
し
を
‘
共
の
後

々
も
又
々
増
益
致
し
た
り
。
放
に
質
暦
十
年
に
取
し
ら
ぺ
あ
り
て
、

十
一
年
六
月
自
今
容
易
に
不
a
承
届
-
様
に
と
の
命
令
あ
り
た
る
も
の

た
り
と
聞
ゆ
。
さ
て
叉
文
政
四
年
二
月
、
最
前
よ
り
相
針
諦
地
に
家

町
に
建
込
む
。
と
あ
り
て
、
此
の
時
相
劉
諦
地
の
家
屋
共
夫
L
H

町
名

を
相
建
て
、
或
は
接
続
の
町
地
へ
合
併
殺
し
、
悉
〈
町
地
同
様
に
成

り
た
り
と
い
へ
ど
も
、
共
の
地
所
は
元
よ
り
従
前
よ
り
の
飽
に
て
、

共
の
村
々
へ
地
子
米
代
銀
を
ば
震
に
遣
は
す
定
め
た
り
し
が
・
明
治

鹿
藩
置
燃
の
後
、
家
主
と
百
姓
と
の
苦
情
起
り
‘
数
年
裁
決
左
か
り

け
る
慮
、
膝
臆
よ
り
段
々
取
し
ら
ぺ
の
上
、
共
の
筋
へ
伺
ひ
に
相
成

り
、
明
治
十
二
年
那
地
の
分
は
悉
〈
共
の
村
地
を
離
れ
町
地
に
属
せ

し
め
ら
れ
、
市
中
一
般
の
町
地
と
は
成
り
た
り
。

。

市

中

部

地

哲
務
中
は
金
津
市
中
の
邸
地
を
、
武
士
地
・
組
地
・
町
地
の
三
等
と

し
、
此
の
外
に
駐
地
あ
り
、
寺
地
あ
り
ι
中
に
も
武
土
地
は
士
分
の

邸
地
に
て
、
務
主
よ
り
賜
は
り
た
る
も
の
な
る
に
付
き
拝
領
地
と
稽

し
‘
世
々
之
を
私
有
す
。
組
地
は
奥
力
士
及
び
趨
卒
の
宅
地
に
て
、

犬
細
と
稽
し
、
組
一
一
統
に
賜
ひ
た
る
を
・
人
別
に
分
配
せ
し
地
所
詮

h
y
o

町
地
は
本
町
・
地
子
町
の
こ
等
あ
り
て
、
本
町
は
公
用
の
人
足

賃
銭
、
或
は
摩
川
・
浅
野
川
雨
橋
架
替
の
入
費
等
の
如
き
役
銀
を
創
嘗

す
。
故
に
本
役
の
町
地
と
い
へ
り
。
本
町
と
一
疋
ふ
名
目
は
.
本
役
町

の
時
稽
友
h
y
o

次
に
地
子
町
は
地
子
銀
と
て
、
地
殺
を
出
さ
し
む
。

金
揮
官
蹟
志
巷

..... r、

相
建
て
居
住
の
人
々
、
悉
く
人
別
金
海
町
奉
行
の
支
配
に
被
v
命
、
共

の
頃
郡
方
よ
り
人
別
引
港
り
、
町
方
支
配
に
相
成
る
に
付
き
、
更
に

夫
々
町
名
を
立
つ
る
事
左
の
如
し
。

有
松
村
領
は
有
松
町
、
泉
村
領
並
に
泉
村
領
出
町
共
に
泉
新
町
、
泉

野
村
領
六
斗
林
は
六
斗
林
町
之
内
h
建
込
め
、
橋
よ
り
末
は
地
責
煎

町
、
下
三
屋
は
三
俣
町
、
泉
野
村
領
出
町
は
野
田
寺
町
h
建
込
め
.

内+-一》

同
所
町
端
拾
六
軒
之
聞
は
土
屋
と
唱
へ
可
v
申
、
石
坂
村
領
は
川
よ
り

末
は
針
屋
町
、
石
坂
村
領
川
よ
り
西
は
石
坂
川
岸
、
上
野
村
領
は
上

野
町
、
岡
井
村
領
出
町
は
金
浦
町
、
卯
辰
村
領
崩
山
は
観
音
下
町
b

建
込
め
、
卯
辰
村
領
新
町
は
、
川
よ
り
甫
は
卯
辰
西
養
寺
前
、
川
よ

り
北
は
卯
辰
誓
願
寺
前
、
談
議
所
村
領
下
町
は
談
議
所
町
、
本
通
之

内
は
春
日
町
h
建
込
め
、
卯
辰
村
領
祇
園
前
は
卯
辰
祇
園
前
、
卯
辰

村
領
山
上
訴
山
下
町
、
同
質
減
寺
よ
り
春
日
鳥
居
迄
之
内
裏
通

り
は
費
減
寺
町
.
山
上
村
領
新
町
は
山
上
町
、
但
四
町
有
v
之
に
付
東

西
南
北
を
付
け
唱
へ
可
ν
申
、
大
樋
村
領
は
大
樋
町
、
同
所
裏
通
り
は

大
樋
七
軒
町
、
大
衆
発
村
領
は
大
衆
菟
町
b
建
込
め
、
洩
野
中
島
村

は
中
島
町
b
建
込
め
、
海
野
領
は
下
荒
町
h
建
込
め
‘
上
安
江
領
は

下
荒
町
b
建
込
め
、
長
田
村
領
出
町
は
長
田
町
、
庚
岡
村
領
は
長
田

但
し
地
子
町
の
中
に
七
ケ
所
と
稀
し
.
役
銀
と
地
子
銀
と
を
出
す
あ

り
て
‘
之
を
b
T
役
の
町
地
と
い
へ
り
。
右
は
厳
藩
前
ま
で
の
定
め
た

り
し
か
ど
、
中
納
言
利
常
卿
の
時
代
に
は
.
士
分
以
下
歩
士
・
艦
卒
・

諸
職
人
民
至
る
ま
で
、
夫
々
一
町
民
趨
め
て
邸
地
を
賜
は
る
定
め
-
な

り
け
ん
。
今
小
勝
町
と
稿
す
る
地
は
、
そ
の
か
み
小
姓
組
の
邸
地
に

て
、
小
姓
頭
脇
田
丸
兵
衛
以
下
小
姓
組
の
人
々
、
愛
に
邸
地
を
賜
は

り
居
住
す
と
い
へ
り
。
又
鷹
匠
町
は
鷹
匠
の
人
々
、
後
々
ま
で
此
の

地
に
邸
地
を
賜
は
り
居
住
す
o
御
相
撲
町
と
稽
す
る
町
地
は
、
そ
の

か
み
相
撲
組
の
人
々
、
此
地
に
居
住
す
と
い
ひ
侮
へ
た
り
。
手
木
町

は
後
々
ま
で
乎
木
足
騒
の
組
地
也
。
弓
町
は
弓
組
の
組
地
、
鍛
焔
町

は
鍛
地
組
の
組
地
、
議
所
町
は
議
所
付
の
者
の
組
地
、
公
事
場
町
は

公
事
場
附
の
者
の
組
地
左
h
y
o

此
の
外
五
十
人
町
或
は
二
十
人
町
と

稽
す
る
地
等
は
皆
部
卒
の
組
地
陀
て
、
其
の
一
組
の
人
員
を
以
て
町

名
に
呼
ぺ
る
な
り
。
又
御
小
人
町
或
は
御
仲
間
町
・
長
柄
町
危
ど
は
、

そ
の
か
み
仲
間
・
小
者
の
第
地
、
板
前
町
は
護
所
附
板
前
小
者
の
邸

地
、
早
道
町
は
飛
脚
人
の
邸
地
た
り
と
い
へ
り
。
叉
博
勢
町
は
博
努

共
の
邸
地
に
し
て
‘
停
馬
町
は
傭
馬
の
馬
借
共
居
た
る
故
の
名
也
。

此
の
外
鍛
冶
町
・
象
眼
町
・
大
工
町
・
大
鋸
屋
町
左

E
は
・
共
の
職
人

七




